
  

 

 

 

 

周南市６次産業化等チャレンジ支援事業補助金 

周南市産の農林水産物を使用した新商品の開発や販路の拡大を支援します。 

 
１．事業の目的 周南市産の農林水産物を使用した６次産業化や農商工連携の取組みを支援し、農林漁業者の所得向上や農林水産物の需要拡大を図る。。 

2．対象事業者（市内に住所・事業所を有する者）  

４．事業要件（次の全てを満たす事業とする） 

(１) 市内産農林水産物を主な原材料として使用する加工品の開発・改良など。 

(２) 実現性及び継続性が見込める事業であること。 

(３) 開発・改良した商品を補助対象者が所有する店舗以外でも販売すること。 

（４） 当該事業の全部又は一部に別の補助金の交付を受けていないこと。 

（５） 過去３年度間に本補助金の交付を受けていないこと。 

 

５．手続きの流れ

 

事前相談 対象要件や応募書類への記載内容に不備がないか確認する
ため、事前に応募書類の案を提出してください（5/29 まで） 

応募 応募書類を必要に応じて修正の上、提出してください（6/12
まで） 

結果通知 採択の可否を通知します（7 月頃） 
補助金の交付手続きをご案内します 

交付申請・決定 
補助金の交付申請書を提出してください 
申請書を受け付けた後、速やかに交付決定します 

※事業期間は原則単年度で、単年度での実施が困難な場合に限り、２年度間とします。 

ただし、1 事業者あたりの補助上限額は変わりません 

※２年度間の事業の場合、年度ごとに交付申請に基づき補助金額を決定するため、予算の状況や前年

度の実績等により、次年度の補助金が減額され、又は交付されない場合もあります。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 周南市 産業振興部 農業振興課 道の駅リニューアル推進室（周南市役所 3 階）  TEL：0834-22-8369  メール：noshin@city.shunan.lg.jp 

３．対象事業 

市内産農林水産物を活用した商品開発・改良及びそれに伴う施設等整備に関する事業 

(１) ソフト事業  【補助対象経費上限 100 万円未満 補助率 1/3 以内】 

 商品開発・改良費、市場評価経費、商談会等出店経費、販促資材等 

(2) ハード事業  【補助対象経費上限３００万円未満 補助率 3/10 以内】 

施設等整備費、その他附帯設備等 

※ハード事業は、商品開発・改良に関するものに限り、ハード事業単体を補助事業と
することはできません。 

 

事業開始 補助金の交付決定後に事業を開始してください 

じゃこてんぷらの開発とそれに伴う施設整備 

１年目 商品開発   じゃこてんぷらの開発 

２年目 施設等整備 製造機械の導入 

いちごシャーベットの開発 

１年目 商品開発 いちごシャーベットの開発） 

(１) 認定農業者    (２) 山口県漁業協同組合の正組合員 

(３) 農林漁業者により組織される法人又は団体 

(４) 市内産農林水産物を使用した加工品の製造を行う法人又は団体 

(５) 周逸認定事業者 

(６) 周南市地産地消推進店に認定され、又は認定されようとする者 
審査 書類審査及びプレゼンテーション審査を行います（７月頃） 

本補助金の応募や審査についての詳細は、こちらをご覧ください ➡ 


